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署名解説資料（２０１５年版） 

国保・高齢者医療改善署名にご協力を 
名古屋の国保と高齢者医療をよくする市民の会 

 

＜国民健康保険に関する解説＞  

私 た ち が 求 め る 国 保 改 善 要 求 
 

【請願項目】 

１．国保料を大幅に引き下げてください。 

２．国保料の減免制度を拡充し､該当する全世帯を自動的に減免してください。 

３．赤ちゃんから 18 歳までの子どもは、均等割の対象としないでください。 

４．国保の資格証明書・短期保険証の発行や、生活実態を無視した差し押さ

えはやめてください。 

国保料を大幅に引き下げ、 
安心して医療が受けられるように 

 
 国の補助金削減が最大の問題 

 
国保の危機は、１９８４年以降の国庫負担の大幅削減が最大の理由です。 

●国保への国庫負担金は半減 

国保収入に占める国庫支出金割合 １９８４年 ４９．８％ → ２０１３年 ２２．７％ 

●保険料はうなぎのぼり （全国平均） 

１人当たり保険料（税） １９８４年 ３９，０２０円 → ２０１３年 ９３，１７６円 （２．４倍） 

（加入世帯の平均所得 １９８４年 １７９万円  → ２０１２年 １１２万円）（６３％に減少） 

●社会保険と比べて極めて高い国保料 －名古屋市の国保料は、協会けんぽの２倍－ 

【例】４０歳代夫婦と子ども２人の世帯、所得２６６万円（給与収入４００万円）の場合 

名古屋市国保：３９万円、協会けんぽ：２２万円（本人負担分） 

●所得に占める保険料割合（全国平均・２０１２年度） 

国保１３．９％  協会けんぽ７．６％  健保組合５．３％ 
 

 後退する名古屋市の国保行政 
 
名古屋市の国保は、保険料の低さ、優れた独自減免制度、一般会計からの繰り入れの努力、

極めて少ない資格証明書の発行など、全国に誇れる優れた制度と言われてきました。 

しかし、今では政令市の中でも高い保険料となり、保険料滞納者への保険証取り上げ・資格

証明書（窓口で１０割負担）発行と差し押さえが多数発生しています。また、この１０年で一般会

計からの独自繰り入れは３分の１に減るなど国保制度の後退が続いています。 

さらに、国保料については２０１３年から所得割算定方式が変更され、子育て世帯、非課税

世帯、低所得世帯などの保険料が大幅に引き上げられました。 

このままでは憲法に基づいて国民のいのちと健康を支える社会保障制度としての国保の役

割が果たせなくなります。 
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一般会計からの独自繰入の推移（決算） 

年 度 
一般会計からの独自繰入 

１人当たり年額 繰入総額 

２００２年度 ２９，３５６円 ２２４億円 

２００３年度 ２４，９８５円 １９５億円 

２００４年度 ２０，２０２円 １６０億円 

２００５年度 １９，４０８円 １５４億円 

２００６年度 ２０，５０７円 １６３億円 

２００７年度 １３，８６５円 １０９億円 

２００８年度 １６，９２０円 １０４億円 

２００９年度 １５，８８７円  ９７億円 

２０１０年度 １４，７７６円  ９０億円 

２０１１年度 １１，８６９円  ７１億円 

２０１２年度 １２，１６６円  ７２億円 

２０１３年度 １２，３９７円  ７２億円 

 

 

国保料を大幅に引き下げて！ 
 

 今年度引き下げ実現！ でもまだ高い名古屋市の国保料 

名古屋市国保の保険料は、２００８年度から、保険料未納分の一部と葬祭費、出産育児一

時金などの費用を保険料に上乗せして、大幅に引き上げました。さらに、２０１０年度は国保加

入者の税収減を理由にして、所得割の保険料率を大幅に引き上げました。 

国は、国保制度改革（２０１５年）のなかで、低所得者の保険料負担軽減などのために市町

村に財政支援を行いました。これにより、名古屋市は２０１５年度の保険料を平均で３，２１３円

引き下げました。しかし、それでも主要政令市の中で２番目に高い保険料です。 

また、一般会計からの独自繰入額が２００２年と比べると３分の１に激減しているのも、保険

料の引き上げに影響しています。 
 

 請願署名で国保料引き下げの世論づくりを！ 

私たちが提出した「保険料引き下げなどを求める請願」も、採択に至っていない現状です。 

まだまだ高い国保料の引き下げをさらに実現するには、世論の力が必要です。 
 

名古屋市国保の平均保険料の推移 

年 度 
１人当たり 

平均保険料 
値上げ額 

２００５年度 ７１，７６２円 － 

２００６年度 ７３，４０４円  １，６４２円 

２００７年度 ７６，９９１円  ３，５８７円 

２００８年度 ８７，２３６円 １０，２４５円 

２００９年度 ９１，９２７円  ４，６９１円 

２０１０年度 ９０，１５８円 △１，７６９円 

２０１１年度 ９１，２０３円  １，０４５円 

２０１２年度 ９０，５２２円 △６８１円 

２０１３年度 ９１，２６２円 ７４０円 

２０１４年度 ９１，４７５円 ２１３円 

２０１５年度 ８８，２６２円 △３，２１３円 

※２００８年度からは、医療分と支援金分の合計 

２００５～１３年度は決算、２０１４～１５年度は予算 
 

国保１人当たり平均保険料と順位（５大都市比較） 

都市名 ２００７年度 順位 ２０１５年度 順位 

名古屋市 ７６，２６２ ４ ８８，２６２ ２ 

横浜市 ８０，０１４ １ ９２，７１９ １ 

京都市 ７８，９０５ ２ ７８，８９３ ４ 

大阪市 ７３，３５７ ５ ７４，６６１ ５ 

神戸市 ７７，７２６ ３ ８２，４９７ ３ 

※いずれも予算 
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申請の少ない保険料減免制度 

該当する全世帯の減免を！ 

名古屋市の国保加入者のうち、６割以上の方がなんらかの減額・減免制度に当てはまり、保

険料が軽減されます。しかし、現行制度では自動的に軽減可能な世帯でも申請が必要なため、

実際に減免されている方は５人に 1 人と、極めて少ない状況があります。今回の請願署名で、減

免対象に該当する全世帯に自動的な適用を求めています。 

市は、2015 年度の保険料納入通知書に、「あなたの世帯は

減免の要件に該当しています」と「特別軽減」制度の案内チラ

シを同封しました（右図）。しかし、「均等割の 3 割減免」の制度

に該当する世帯などは、自分でチェックしないと気づきません。 

下の資料を参考にして、減免制度が利用できないか、保険

料納入通知書を確認してみましょう。該当しそうな場合は、保

険証を持って区役所保険年金課に申請しましょう（印鑑不要）。 

ステップ１ 申請には平成 26 年度中の所得の申告が必要。遺

族年金・障害者年金など非課税年金だけの人も、所得を申告すれば５万円近く軽減できます。

区役所税務窓口に申告しましょう。 
 

ステップ２ 「年間保険料額」の「減額額⑥」の「割合」を確認しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ３  

 

 

 

 

 

 

 

 

例

え
ば 

「空欄」の場合 

ア夫が高収入であっても、妻（65 歳以上）の収入が少なければ、「均等割」の３割

（15,245 円 ） が減免される場合があります。 

イ障害者・寡婦（夫）や一定所得以下の世帯は、均等割が減免される場合があります。 

ウ所得が２６４万円以下で、前年所得の８割以下に減った世帯は、所得割が減免され

ます。（「所得割額④」に金額のある方が対象） 

「７」または「５」の場合 

申請すれば、さらに「特別軽減」で

１人につき年間 2,000 円減免され

ます。 

「２」の場合 

申請すれば、さらに「特別軽減」（１人につき年

間 2,000 円減免）、または、 

障害者・寡婦（夫）、６５歳以上の方は、「均等

割」の 3 割（15,245 円 ） が減免されます。 

（保険料納入通知書記載例） 

市が「特別軽減」該当者に
同封したチラシの一部 
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赤ちゃん・子どもにまで保険料かけないで！ 

保険料軽減制度拡充を 
 

 生まれたばかりの赤ちゃんにまで保険料？！ 
社会保険では、子どもや被扶養者には保険料は課せられませんが、国保の場合は生ま

れたばかりの赤ちゃんにまで保険料がかかっています。 

本来、子どもには保険料をかけるべきではありません。一宮市では、２０１０年度から１８

歳未満の子どもの均等割保険料を３割軽減しています。 

国も、子どもにかかる均等割保険料のあり方を見直す動きを示しています。 

今回の署名で、「子どもに保険料をかけないで」の声を、市にも国にも届けましょう。 

 求められる保険料の軽減制度の拡充！ 
 

●所得減少による軽減要件は緩和を！ 

所得激減の場合の軽減制度が名古屋の場合、豊橋

市と比べて要件が厳しくなっています。緩和すべきで

す。 

＜名古屋市＞ 

前年所得１０００万円以下で、当年見込み所得が２６

４万円以下、かつ、所得減少割合 8/10 以下 

＜豊橋市＞ 

前年所得６００万円以下で、所得減少割合 8/10 以下 

※名古屋市の「当年見込み所得が２６４万円以下」

の要件が厳しすぎます。豊橋市は「当年見込み所

得」の要件を設けていません。 
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保険証取り上げ・資格証明書の発行は、市民との縁切り宣言 
 

 ①資格証明書とは、どんな制度か？  

・国保料滞納世帯から保険証を取り上げ、資格証明書を発行する制度です。資格証明書が

発行されると、医療機関で医療費の１０割（全額）を払わな

ければならないため、一般の国保の加入者と比べ、受診率

が７０分の１に下がると言われています。 

・受診を我慢して、病状の悪化や手遅れで死亡する例が後

を絶ちません。全日本民医連調査では「２０１４年度の１年

間に、経済的理由による治療の手遅れで５６人が死亡し

た」と報じられています。これから推計すると、全国で５，０

００人を超える手遅れ死亡事故が発生しています。 

 ②名古屋市は、市外の 2.6 倍の資格証明書を乱発  

・名古屋市を除く愛知県合計は、最近減少していますが、名古屋市は、逆に急増させており、

今では名古屋市を除く市町村の合計の２．６倍を超える資格証明書を発行しています。 

 ③資格証明書の発行は、市民との縁切り宣言＝国民皆保険制度の否定  

・２００６年当時の保険年金課長は「資格証明書は、市民との縁切り宣言のようなもの。ます

ます滞納者の足が役所から遠のいてしまう」と述べていました。 

・資格証明書の発行は収納対策に役立たず、「国民皆保険制度」を否定するものです。 

 ④差し押さえも急増 （名古屋市 ２００６年度２４件→２０１３年度３，０８９件）  

・最近、名古屋市でも、分納している世帯にまで差し押さえ予告通知が出されるなど、生活

実態を無視した差し押さえの動きが急激に増加している点も問題です。 
 

資格証明書発行数の年度別推移 

年 月 日 愛知県 名古屋市 名古屋市以外 

２０００年６月１日   ５３    ０   ５３ 

２００１年６月１日 １，６５９    ０ １，６５９ 

２００２年６月１日 ２，５２２    ４ ２，５１８ 

２００３年６月１日 ２，４７４    ８ ２，４６６ 

２００４年６月１日 ２，７３０    ９ ２，７２１ 

２００５年６月１日 ２，３２２    １５ ２，３０７ 

２００６年６月１日 ２，３２８    １８ ２，３１０ 

２００７年６月１日 ２，８３１   ６６２ ２，１６９ 

２００８年６月１日 ３，０７２ １，０８８ １，９８４ 

２００９年６月１日 ３，８８２ ２，０３７ １，８４５ 

２０１０年６月１日 ５，０８６ ３，４９０ １，５９６ 

２０１１年６月１日 ５，３９０ ４，１５２ １，２３８ 

２０１２年６月１日 ５，４０４ ４，３３８ １，０６６ 

２０１３年６月１日 ６，０４４ ４，３４７ １，６９７ 

２０１４年６月１日 ５，５７７ ４，１３５ １，４４２ 
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＜高齢者医療に関する解説＞ 
 

私たちが求める高齢者医療改善要求 

 

【請願項目】 

５．後期高齢者の保険料の 9 割軽減などを継続するよう国に求めてください。 

後期高齢者医療の保険料軽減は継続を 

愛知県広域連合議会が意見書……名古屋市会も意見書を 

 

２００８年４月に 75 歳以上の高齢者を国保・被用者保険か

ら切り離し、全て高齢者から保険料を徴収する後期高齢者医

療制度が導入され７年が経過します。導入時の愛知県の年

額平均保険料７６，３８８円が２年ごとに値上げされ、現在は

８２，５８４円と６千円以上も高くなっています。それまで扶養

家族であった人も含め、すべての高齢者が保険料を負担しな

ければなりません。 

高すぎる保険料が払えない人が増え、「短期保険証」を発

行された方は６７１人、未渡し１１０人と増えています。 

ところが政府は、「国保の軽減割合は最大７割となっていて後期高齢者医療は不公平」など

として、「２０１７年度から段階的に縮小・廃止」を行おうとしています。 

この特例措置廃止によって、愛知県の後期高齢者全体で５割近くの人が影響を受け、保険

料が２倍～１０倍に増える人もいます。 

これに対して、愛知県後期高齢者医療広域連合議会は２０１５年２月に「保険料軽減特例の

継続を求める意見書」を国に提出しました。名古屋市会でも国に対して、意見書を採択するな

ど、特例措置の継続を求めるべきです。 

＜後期高齢者医療制度保険料の３つの特例措置＞ 

（1）本則では均等割が７割軽減であるところを９割または８.５割に軽減。 

（2）所得の低い人を対象に所得割を５割軽減。 

（3）被用者保険の被扶養者であった人、たとえば、息子の扶養に入っていた人

が 75 歳となり後期高齢者医療制度に加入した場合の均等割を９割軽減。 

 後期高齢者医療保険料の軽減制度（特例措置） 廃止による影響（２０１５年度予算） 

 軽減措置 均等割（月額） 

→ 

軽減措置 均等割（月額） 影響 

低
所
得
者 

９割軽減 ３８０円 
７割軽減 １，１５０円 

３倍 

8.5 割軽減 ５７０円 ２倍 

被扶養者９割軽減 ３８０円 
５割軽減（２年） １，９００円 ５倍 

廃止（２年後） ３，８１０円 １０倍 
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国保と高齢者医療の改善を求める請願書 

 

名古屋市会議長 様 

 

[請願趣旨] 

働くものが、貧困に陥る原因は３つです。第１に出産。第２にケガ・疾病。第３に加齢

です。これらを未然に防いでくれる制度の一つが「国民健康保険制度」です。 

名古屋市の国民健康保険料は、国の制度改革による財政支援を受けて、2015 年度の保

険料を平均で 3,213 円引き下げました。しかし、それでも５大政令指定都市の中で２番目

に高い保険料です。さらなる保険料引き下げが必要です。 

市は、保険料負担を軽減する独自減免制度を設けていますが、申請しないと適用されな

いために、「特別軽減」では該当する世帯の８割近くが減免されていません。また、子育

て世代支援のためにも、子どもから保険料を取らない対応が必要です。 

保険料が長期間未納になっている世帯に資格証明書が多数発行され、差押えが増えてい

る現状は改善が必要です。 

誰もが健康で、生き生きと暮らせる制度の充実にむけ、以下の事項について請願します。 

 

[請願事項] 

１． 国保料を大幅に引き下げてください。 

２． 国保料の減免制度を拡充し、該当する全世帯を自動的に減免してください。 

３． 赤ちゃんから18歳までの子どもは、均等割の対象としないでください。 

４． 国保の資格証明書・短期保険証の発行や、生活実態を無視した差押えは

やめてください。 

５． 後期高齢者の保険料の9割軽減などを継続するよう国に求めてください。 
   ＊お名前・ご住所の個人情報は、請願以外には使用いたしません。 

名  前 住    所 

  

  

  

  

  

        

＜取り扱い団体＞ 
 
 
       名古屋の国保と高齢者医療をよくする市民の会 

          名古屋市北区柳原３-７-８   （お問い合せ先）TEL 052-961-1983 


